
２２  支支援援内内容容  

 支援プログラムは、「作業支援」「グループワーク」「個別相談」から構成されており、各

場面を関連付けながら支援を行っています。 

 「作業支援」では、ワークサンプル幕張版（MWS）等の実施を通じて、障害の現れ方や

課題の把握、作業を円滑に進めるための補完方法の検討・習得、適切な疲労管理の習得を

目指します。なお、MWS は当機構で開発した職場適応促進のためのトータルパッケージ

のツールの一つで、OA 作業、事務作業および実務作業の３種、16 課題で構成されていま

す。 

「グループワーク」では、注意の学習カリキュラム、記憶の学習カリキュラム、感情コ

ントロール、アシスティブテクノロジー、キャリアなどのテーマに沿って、障害に対する

基礎的知識を得る講義や演習、参加者間の意見交換等を実施します。 

「個別相談」では、作業支援やグループワークでの体験をもとに、自身の障害特性や有

効な補完手段について振り返り、今後の就労に活かすための気づきを整理することを目的

としています。 

  

  

第第１１章章  

  

  

開開発発のの背背景景とと目目的的  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第第１１章章  開開発発のの背背景景とと目目的的  

 職業センターでは、これまで高次脳機能障害があり、就職を目指す方や現在休職中で職

場復帰を目指す方を対象にプログラムを実施してきましたが、近年、地域障害者職業セン

ター（以下「地域センター」という。）から「現在在職中の方の職場適応を高めるために、

プログラムの利用を勧めたい」といった問合せを度々受けるようになりました。背景とし

て、事業所が高次脳機能障害のある方の対応に苦慮していることや、本人・家族・医療機

関などから地域センターへ支援要請が寄せられていることが考えられます。 

しかし、在職中の方に対する支援は、支援プログラムの利用を希望しても、対応する社

内規程がない場合、本人の有給休暇等を利用して実施せざるを得ません。そのため、充分

に時間をかけた支援を職場外で行うことが難しく、地域センターでは、活用可能な制度や

社会支援を組み合わせる等、創意工夫を凝らした支援が求められます。 

 このような状況の中、令和６(2024) 年４～５月にかけて、地域センターおよび広域障害

者職業センター（以下、「地域センター等」という。）を対象に、在職中の高次脳機能障害

者の方への支援ニーズ動向を把握するため、アンケート調査を実施したところ、「高次脳機

能障害者の支援において、就職や復職時の支援と比べ、在職中の方への支援の方が難しい

点がある」と回答した地域センター等が、86％を占めました。 

 

 

 

 

 

図図２２  就就職職やや復復職職時時のの支支援援とと比比べべ、、在在職職中中のの支支援援のの方方がが難難ししいい点点ががああるる((nn==4499))  

  

１１  ヒヒアアリリンンググのの概概要要  

上記のアンケート結果を踏まえ、在職中の高次脳機能障害者への支援技法の検討を行う

ため、地域センター等および専門機関へのヒアリングを行いました。ヒアリングの概要は

表１のとおりです。 

表表１１  ヒヒアアリリンンググのの概概要要  

 地域センター等 専門機関 

時期 令和６(2024)年６～９月 令和６(2024)年５月～令和７(2025)年５月 

対象数 28 か所 ７か所 

・就労移行支援事業所 ・医療機関  

・高次脳機能障害支援センター 等 

形式 オンライン 訪問またはオンライン 

内容 ・在職中の方の支援に係る 

課題等 

・在職中の高次脳機能障害者の相談事例 

・在職中の高次脳機能障害者にあるとよいと思われる支援 

・高次脳機能障害者に係る医療情報が判然としない事例への 

対応状況等 

４２（８６％）

7（14％）

はい

いいえ
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２２  ヒヒアアリリンンググ結結果果ののままととめめ  

  地域センター等および専門機関へのヒアリングで得られた回答について、適応上の問題

による「支援が必要と思料される状況」と、この状況を改善するための支援が必要と思わ

れるものの「支援介入の難しさ」にカテゴリー化し、表２・表３に取りまとめました。 

  

表表２２  支支援援がが必必要要とと思思料料さされれるる状状況況  

障害特性の理解への不十分さ 

・高次脳機能障害の具体的な特性や必要な配慮について、本人も会社もあまり理解していないことが

ある。 

・本人は「周囲から理解されていない」と疎外感や不安を抱えていることがある。 

・本人は会社に対して「できない」と言いたくない、仕事ができない人と思われたくないという思い

が強いことがある。 

特性と業務内容のミスマッチ 

・特性にあった長期的に従事できる仕事の切り出しが難しいことがある。 

・受障前と同じ仕事を行っているが、仕事ができていないことがある。 

・本人は仕事ができず悩んでいることがある。 

・本人は仕事ができていないのにできていると思っていることがある。 

・仕事が任せられず現場(指導担当者や同僚)が疲弊していることがある。 

環境変化への適応 

・業務効率化等により、仕事内容が大きく変わり、仕事ができなくなってしまうことがある。 

・キーパーソンの異動により、現場が本人への対応の仕方が分からなくなり、本人も混乱しているこ

とがある。 

 

表表３３  支支援援介介入入のの難難ししささ  

支援端緒の掴みづらさ 

・受障から時間が経過し、現在の高次脳機能障害の状況が分からないことがある。 

・会社は困っていても、本人には支援に対する抵抗感がある。 

・会社からは不適応要因が高次脳機能障害の影響かどうかわからず、専門機関への相談を勧めにくい

ことがある。 

・高次脳機能障害の再評価をしてもらえる医療機関をどう探せばよいか分からないことがある。 

社内調整の難しさ 

・地域センター等に通所させたいが、通所させるための社内規程等の根拠がなく有給休暇等で対応し

てもらうしかないことがある。 

・業務をしながら、補完手段の獲得にかける時間が確保しにくいことがある。 

プログラムの利用のしづらさ 

・会社を休んで通所するプログラムは、収入への影響等が生じ、本人や家族が受講を躊躇してしまう

ことがある。 

・会社としては、職場でおきている課題に対し、家族にも理解してほしいが、本人の処遇の低下につ

ながるのではないかとの思い等から、理解を得にくいことがある。 

３３  開開発発のの目目的的  

 ヒアリングを通して、本人や事業所が、障害特性やそれに応じた対処方法について十分

に理解できていないまま仕事を開始(再開)してしまったことにより、業務遂行に様々な困

難が生じていること、本人自身も、状況を改善しようと努力を重ねても、取組の効果が十

分には見られず、こうした状況が長引くことで、本人の負担が大きくなるだけでなく、上

司や同僚を含む職場環境にも影響を及ぼす可能性があることがうかがえます。 

 また、このような支援介入が有効と思われる状況であっても、「本人が支援を受けること

に対して抵抗感がある」「医療的な観点から高次脳機能障害に関する情報整理が必要な場

合がある」「医療的情報を職場等と共有することが難しい」「就業期間中のプログラム受講

について社内規程上取扱う根拠がない」など、本人と事業所が歩調を合わせて相談しなが

ら、支援者の介入に至るまでの過程においても様々な難しさがあることがうかがえます。 

 今回の技法開発では、在職中の支援において、支援へとつなげるきっかけを作ること、

そして、事業所や本人が利用しやすい柔軟な支援体制等について検討することが必要と考

え、これらの課題に対して、様々なアプローチを試行しました。 

本報告書では、実践した支援内容およびその中で活用したツール等について具体的に紹

介をしています。 

 

４４  本本技技法法開開発発ににおおけけるる「「在在職職中中」」のの定定義義  

 本技法開発における「在職中」とは、休職中を除き、現に就業している状態を指します。 
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